
就学前 就学期 子育て・就労期 引退後

【保健・医療】 健診、母子
健康手帳等

健診、未熟児医療、予防接種 等 事業主による健康診断
健康づくり
健康診断
疾病治療
療養

特定健診・特定保健指導
高齢者
医療医療保険（医療費保障）

【社会福祉等】
保育所

放課後

介護保険

（在宅サービス、施設サービス
等）

児童ｸﾗﾌﾞ

児童福祉
母子・寡婦福祉

地域の子育て支援
（全戸訪問・育児支援家庭訪問事業等）

児童手当

児童扶養手当

保護を要する児童への社会的養護等

障害（児）者福祉

・在宅サービス（居宅介護、デイサービス、短期入所、補装具の給付等）

・施設サービス（障害者支援施設等）

・社会参加促進（スポーツ振興等）

・手当の支給（特別障害者手当等）

【所得保障】 遺族年金

年金制度
障害年金

老齢年金

生活保護 資産、能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、最低限度の生活を保障

【雇用】 職業紹介、職業相談等

労働力需給調整
労災保険
雇用保険

高齢者雇用

障害者雇用

働いて事故にあった時、失業した時など

職業能力開発
公共職業訓練

労働者個人の自発的な職業能力開発を支援

男女雇用機会均等
仕事と生活の両立支

援
男女雇用機会均等・育児休業・介護休業等

労働条件
最低限の労働条件や賃金を保障

労働者の安全衛生対策

6歳 12歳 15歳 18歳出生 20歳 40歳 50歳 60歳 70歳 75歳

国民生活を生涯にわたって支える社会保障制度
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確定拠出
年金
（企業型）

確定給付
企業年金

自営業者等 公務員等民間サラリーマン第２号被保険者の
被扶養配偶者

1,864万人 3,912万人

第１号被保険者第３号被保険者 第２号被保険者等

6,736万人

960万人

国 民 年 金 （ 基 礎 年 金 ）

厚生年金保険

加入員数
3,472万人

共済年金

職域加算部分

加入員数
440万人

確
定
拠
出
年
金
（個
人
型
）

国
民
年
金
基
金

（代行部分）

厚生年金
基金

加入員数
49万人

加入者数
16万人

加入者数
439万人

加入者数
796万人

(数値は平成25年3月末）

加入員数
420万人

○ 現役世代は全て国民年金の被保険者となり、高齢期となれば、基礎年金の給付を受ける。（１階部分）

○ 民間サラリーマンや公務員は、これに加え、厚生年金や共済年金に加入し、基礎年金の上乗せとして報酬比例年金

の給付を受ける。（２階部分）

年金制度の仕組み



【医療提供体制】患者（被保険者）

②受診・窓口負担

③診療

①保険料

⑤支払

④請求

・７５歳以上
１割負担
（現役並み所得者は３割負担）

・７０歳から７４歳
２割負担※
（現役並み所得者は３割負担）

・義務教育就学後から６９歳

３割負担

・義務教育就学前

２割負担

行政機関

国

都道府県

市町村

国民健康保険 1,881 約3,800万人
全国健康保険協会
管掌健康保険
（旧政管健保） １ 約3,500万人
組合管掌健康保険 1,443 約3,000万人

共済組合 85 約900万人

（保険者数） （加入者数）（主な制度名）

保険者

医師 303,268人

歯科医師 102,551人

薬剤師 280,052人

【医療保険制度】

※平成20年4月から、１割に据え置く

47 約1,400万人後期高齢者医療制度

医療費37.4兆円

保険料18.1兆円

患者負担4.8兆円
病院数： 8,565
（病床数：1,578,254）

診療所数： 100,152
（病床数：125,599）

歯科診療所数： 68,474

薬局数： 54,780
※数字は、平成22年10月1日時点

（出典：平成24年医療施設調査）

※薬局は、平成23年3月31日時点

（出典：平成23年度衛生行政報告例）

看護職員※ 1,537,813人
※医師・歯科医師・薬剤師数は平成24年12月31日時点

（平成24年医師・歯科医師・薬剤師調査）

※看護職員は平成24年における

厚生労働省医政局看護課集計

※看護職員：保健師、助産師、看護師、准看護師

公費負担

支援金

各保険者

※保険者数及び加入者数は平成24年3月末時点（速報値） （ただし、共済組合は平成23年3月末時点）

※加入者数は平成24年3月末時点（速報値）

我が国の医療提供体制の概要



【医療保険制度の体系】

65歳

75歳

後期高齢者医療制度 ・75歳以上
・約1,500万人
・保険者数：47（広域連合）

健康保険組合

・大企業のサラリーマン
・約3,000万人
・保険者数：約1,400

協会けんぽ（旧政管健保）

・中小企業のサラリーマン
・約3,500万人
・保険者数：１

前期高齢者財政調整制度（約1,400万人） 約６兆円（再掲）

退職者医療（経
過措置）

国民健康保険
（市町村国保＋国保組合）

・自営業者、年金生活者、
非正規雇用者等

・約3,800万人
・保険者数：約1,900

・公務員
・約900万人
・保険者数：85

・サラリーマンＯＢ

・約200万人

共済組合

※１ 加入者数・保険者数は、平成２４年３月末の数値（速報値）
※２ 金額は平成25年度予算ベースの給付費

約１4兆円

約１０兆円 約５兆円 健保組合・共済等約５兆円



費用の９割分
の支払い

第１号被保険者
・65歳以上の者

第２号被保険者
・40歳から64歳までの者

保険料

原則年金からの天引き

全国プール

国民健康保険 ・
健康保険組合など

１割負担

サービス利用

加 入 者 （被保険者）

市 町 村 （保険者）

２１％ ２９％

税 金

保険料

市町村 都道府県 国
１２．５％ １２．５％（※） ２５％（※）

財政安定化基金

（平成24－26年度）

（２，９７８万人） （４，２９９万人）

個別市町村

居住費・食費

要介護認定

請求

※施設等給付の場合は、

国２０％、都道府県１７．５％

５０％

５０％

人口比に基づき設定

（注）第１号被保険者の数は、「平成２３年度介護保険事業状況報告年報」によるものであり、平成２３年度末現在の数である。
第２号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、
平成２３年度内の月平均値である。

介護保険制度の仕組み

サービス事業者
○在宅サービス
・訪問介護
・通所介護 等

○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問
介護看護
・認知症対応型共同生活介護 等

○施設サービス
・老人福祉施設
・老人保健施設 等


